
 

 

 

 

 

中間連結貸借対照表注記 

 

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利

益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結

貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しております。 

   特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日等の時価により、

スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日等において決済したものとみなした額に

より行っております。 

 ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非

連結子会社株式及び持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券で時価のあ

るもののうち株式については中間連結決算日前１カ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の

市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法

による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの

適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。 

 ４．金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記２．及び３．と同じ方法により行っており

ます。 

 ５．デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行っております。 

   なお、一部の在外連結子会社においては、現地の会計基準に従って処理しております。 

 ６．当社及び連結子会社である三井住友銀行の有形固定資産の減価償却は、定額法（ただし、動産については定率

法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

    建 物 ７年～50年 

    動 産 ２年～20年 

   その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により、リース

資産については、主にリース期間を耐用年数としリース期間満了時のリース資産の処分見積価額を残存価額とする

定額法により償却しております。 

  ７．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社

及び国内連結子会社における利用可能期間(主として５年)に基づいて償却しております。 

８．連結子会社である三井住友銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場による円換

算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しており

ます。 

また､その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算して

おります。 

９．主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先｣という。）に係る債権及びそ

れと同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先｣という。）に係る債権については、下記直接減額後の帳簿価額

から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在

は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、｢破綻懸念先｣とい

う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

   なお、連結子会社である三井住友銀行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロ

ーを合理的に見積もることができる破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が下記21.の３カ月以上延滞債

権又は下記22.の貸出条件緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定

額以上の大口債務者に係る債権等については、キャッシュ・フロー見積法（ＤＣＦ法）を適用し、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率

で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当

勘定として計上しております。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

 その他の連結会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、 

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 

750,546百万円であります。 

10．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会

計期間に帰属する額を計上しております。 

 11．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務

債務及び数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 
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   過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９年）による定額法によ

り損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 12．当社及び国内連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

13．連結子会社である三井住友銀行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方

法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用しております。 

小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計

上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下、「業種別監査委員会報告第24

号」という。）に規定する繰延ヘッジを適用しております。 

相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ

取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する

包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしており

ます。 

個別ヘッジについても、原則として繰延ヘッジを適用しておりますが、その他有価証券のうちＡＬＭ目的で保有

する債券の相場変動を相殺するヘッジ取引については、時価ヘッジを適用しております。 

また、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデ

リバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益のうち、業種別監査委員

会報告第24号の適用に伴いヘッジ会計を中止又は時価ヘッジに移行したヘッジ手段に係る金額については、個々の

ヘッジ手段の金利計算期間に応じ、平成15年度から最長12年間にわたって資金調達費用又は資金運用収益として期

間配分しております。なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失の総額は

60,758百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益の総額は44,682百万円（同前）であります。 

 14．連結子会社である三井住友銀行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に基づく繰延

ヘッジを適用しております。 

これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通

貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。 

 また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジ

するため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取

得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用してお

ります。 

15．デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引に

ついては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会

報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に

準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せ

ずに損益認識又は繰延処理を行っております。 

なお、三井住友銀行以外の一部の連結子会社において、繰延ヘッジ会計又は「金利スワップの特例処理」を適用

しております。また、国内リース連結子会社において、部分的に「リース業における金融商品会計基準適用に関す

る当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第19号）に定められた処理を行

っています。 

16．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 17．特別法上の引当金は、次のとおり計上しております。 

   金融先物取引責任準備金 18百万円 金融先物取引法第81条の規定に基づく準備金であります。 

     証券取引責任準備金   1,118百万円 証券取引法第51条の規定に基づく準備金であります。 

   18．有形固定資産の減価償却累計額   561,404百万円 

  リース資産の減価償却累計額  1,583,375百万円 

19. 有形固定資産の圧縮記帳額     64,987百万円 

20．貸出金のうち、破綻先債権額は64,857百万円、延滞債権額は638,385百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を 除く。

以下、｢未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 
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 21．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は36,865百万円であります。 

  なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

22．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は407,927百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３

カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 23．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,148,036百万円であり

ます。 

   なお、20．から23．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

24．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀

行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権

利を有しておりますが、その額面金額は885,675百万円であります。このうち手形の再割引により引き渡した銀行

引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替の額面金額は884百万円であります。 

25．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

       現金預け金            103,547百万円 

    特定取引資産            53,278百万円 

    有価証券          5,842,395百万円 

    貸出金            557,311百万円 

    その他資産（延払資産等）   1,936百万円 

   担保資産に対応する債務 

    預金              16,352百万円 

    コールマネー及び売渡手形 1,340,000百万円 

    売現先勘定           791,883百万円 

    債券貸借取引受入担保金  3,003,162百万円 

        特定取引負債          139,666百万円 

    借用金             930,197百万円 

その他負債          26,247百万円 

支払承諾            167,064百万円 

上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現金預け金9,108百万円、特定

取引資産848,721百万円、有価証券4,092,185百万円、買入金銭債権38,898百万円、貸出金1,621,611百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち保証金は87,964百万円、先物取引差入証拠金は4,737百万円であります。 

 26．連結子会社である三井住友銀行は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の

再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

また、その他の一部の連結子会社も、同法律に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当

該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 

    連結子会社である三井住友銀行       平成10年３月31日及び平成14年３月31日 

    その他の一部の連結子会社         平成11年３月31日、平成14年３月31日 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

    連結子会社である三井住友銀行 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２

条第３号に定める固定資産税評価額、同条第４号に定める路線価及び同条第５号に

定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて、奥行価格補正、

時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な調整を行って算出。 

    その他の一部の連結子会社   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２

条第３号に定める固定資産税評価額及び同条第５号に定める不動産鑑定士又は不動産

鑑定士補による鑑定評価に基づいて算出。 

27．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金617,500百万円が

含まれております。 

 28．社債には、劣後特約付社債2,138,556百万円が含まれております。 

29．１株当たり純資産額   394,556円25銭 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成 14 年９月 25 日）

が平成 18 年１月 31 日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになった

ことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、１株当たりの純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含め

て算出しております。これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は 11,562 円 77 銭減少しております。 
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30．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほか、「現

金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等が含まれております。31．につ

いても同様であります。     

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間連結貸借対照表

計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

国債 749,983 740,068 △9,915 

地方債 96,997 94,594 △2,403 

社債 379,928 375,829 △4,099 

その他 9,917 10,139 222 

合計 1,236,826 1,220,630 △16,195 

 

    その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

（百万円） 

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

株式 1,970,424 3,569,347 1,598,922 

債券 9,328,374 9,152,122 △176,252 

国債 7,874,690 7,719,254 △155,436 

地方債 512,392 501,778 △10,613 

社債 941,292 931,089 △10,202 

その他 4,175,904 4,141,168 △34,736 

合計 15,474,703 16,862,637 1,387,933 

      なお、上記の評価差額から、繰延税金負債563,532百万円を差し引いた額824,401百万円のうち少数株主持分相当

額7,123百万円を控除した額に、持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相

当額5,811百万円を加算した額 823,088百万円が、｢その他有価証券評価差額金｣に含まれております。 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについて

は、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表

価額とし、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。当中

間連結会計期間におけるこの減損処理額は1,247百万円であります。時価が「著しく下落した」と判断するための

基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先    時価が取得原価に比べて下落 

要注意先               時価が取得原価に比べて30％以上下落 

正常先                時価が取得原価に比べて50％以上下落      

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と

同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実

質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 

 31．時価評価されていない有価証券のうち､主なものの内容と中間連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

内 容 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

満期保有目的の債券 

 非上場外国証券 

 その他 

 

26 

8,267 

その他有価証券 

 非上場株式（店頭売買株式を除く。） 

 非上場債券 

 非上場外国証券 

 その他 

421,099 

2,729,834 

475,506 

409,421 

32．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。       

 
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

評価差額 
（百万円） 

その他の金銭の信託 2,602 2,820 217 

  なお、上記の評価差額から繰延税金負債88百万円を差し引いた額129百万円が、｢その他有価証券評価差額金｣に

含まれております。 

33．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債及び株式に34,361百万円含まれ

ております。 

無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引により受け入

れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、(再)担保

に差し入れている有価証券は857,892百万円、当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有しているものは

185,462百万円であります。 
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34．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ

れらの契約に係る融資未実行残高は、39,240,098百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任

意の時期に無条件で取消可能なものが33,373,534百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権

の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが

できる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する

ほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与

信保全上の措置等を講じております。 

35．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）が

会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和

57年大蔵省令第10号）別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成18年４

月28日）により改正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中

間連結会計期間から以下のとおり表示を変更しております。 

(1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分に区分の

うえ表示しております。 

なお、当中間連結会計期間末における従来の「資本の部」に相当する金額は3,648,921百万円であります。 

(2) 純額で繰延ヘッジ損失又は繰延ヘッジ利益として「その他資産」又は「その他負債」に含めて計上していた

ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として

相殺表示しております。 

(3) 負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。 

(4) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示しておりま

す。 

(5) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。 

(6) 資産の部に独立掲記していた「連結調整勘定」は、「無形固定資産」中「のれん」に含めて表示しておりま

す。これに伴い、連結調整勘定償却は、従来、「経常費用」中「その他経常費用」で処理しておりましたが、

当中間連結会計期間からは無形固定資産償却として「経常費用」中「営業経費」に含めております。 

36. 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準実務対応報

告第20号平成18年９月８日）が公表日以後終了する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表から適用されること

になったことに伴い、当中間連結会計期間から同実務対応報告を適用しております。これによる中間連結貸借対照

表等に与える影響は軽微であります。 

37. 「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）が会社法の施行日

以後に付与されるストック・オプション、自社株式オプション及び交付される自社の株式について適用されること

になったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。これによる中間連結

貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 

38. 従来、社債発行差金については資産として計上し、社債の償還期間にわたり均等償却を行っておりましたが、

「金融商品に係る会計基準」（企業会計審議会 平成11年１月22日）が平成18年８月11日付けで一部改正され

（「金融商品に関する会計基準」企業会計基準第10号）、改正会計基準の公表日以後終了する連結会計年度及び中

間連結会計期間から適用することになったことに伴い、当中間連結会計期間から改正会計基準を適用し、社債は償

却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって中間連結貸借対照表価額としております。これにより、従

来の方法に比べ「その他資産」中の社債発行差金は2,400百万円、「社債」は2,400百万円、それぞれ減少しており

ます。 

なお、平成18年３月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表に計上した社債発行差金は、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準実務対応報告第19号 平成18年８月11日）の経過措置に基づき従前

の会計処理を適用し、社債の償還期間にわたり均等償却を行うとともに未償却残高を社債から直接控除しておりま

す。 

39. 「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成15年

10月31日））、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成17年12月27日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）が平成18年

４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から各会計基準

及び同適用指針を適用しております。 

40. ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  営業経費    4百万円 

41. 共通支配下の取引等関係 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

引の概要 

①結合当事企業の名称及びその事業の内容 

SMBC フレンド証券株式会社（事業の内容：証券業） 

②企業結合の法的形式 

株式交換 

③結合後企業の名称 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（三井住友フィナンシャルグループ)
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④取引の目的を含む取引の概要 

わが国の金融市場の正常化に伴い、個人の家計金融資産動向は「貯蓄」から「投資」へのトレンドを一段と

明確化させており、今後も個人における資産運用ニーズはますます多様化していくことが見込まれております。

また個人投資家の金融知識の一段の向上とアセットアロケーションを通じたポートフォリオマネジメントへの

関心の高まりにより、新たな資産運用ビジネスが広まっていくものと考えております。これらを背景に、当社

は、銀行と証券との間のシナジー極大化を追求する、従来型のビジネスモデルとは一線を画した真の「銀・証

融合ビジネスモデル」の構築を推進するため、SMBC フレンド証券株式会社を完全子会社化することによりグ

ループ連携を一段と強化しグループ全体の企業価値の向上に努めることといたしました。 

(2) 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準 三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理 (2) 少数株主

との取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。 

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項 

①取得原価及びその内訳     

当社普通株式              221,365 百万円 

      取得に直接要した支出額    160 百万円 

       取得原価         221,525 百万円 

②株式種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

  (イ)株式の種類及び交換比率  

     普通株式 当社 1 株：SMBC フレンド証券株式会社 0.0008 株 

  (ロ)交換比率の算定方法 

当社はゴールドマン・サックス証券会社を、SMBC フレンド証券株式会社はメリルリンチ日本証券株式会社

を株式交換比率算定に関するそれぞれの財務アドバイザーに任命し、その分析結果、その他の様々な要因を

総合的に勘案した上で協議を行い決定いたしました。 

  (ハ)交付株式数及びその評価額 

       249,015 株  221,525 百万円  

③発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

      (イ)のれんの金額  

        99,995 百万円 

      (ロ)発生原因  

        追加取得した SMBC フレンド証券株式会社の普通株式の取得原価と減少する少数株主持分の金額の差額を

のれんとして処理しております。 

  (ハ)償却方法及び償却期間 

        20 年間で均等償却 

42. 当社は、平成18年10月５日開催の取締役会において、株式会社整理回収機構が保有しております第三種優先株式

に関し、次のとおり自己の株式の取得及び消却を決議し、平成18年10月11日に実施いたしました。なお、本優先株

式の取得は、会社法第155条第３号及び第156条第１項の規定に基づく自己の株式の取得枠の範囲内で行うものであ

ります。 

第三種優先株式 

(1) 取得・消却株式の総数 195,000株 

(2) 取得価額の総額    222,241,500,000円 

43. 当社は、平成18年10月13日開催の取締役会において、自己の株式の取得枠設定等を決議し、当該決議に基づき平

成18年10月17日に自己の株式の取得を実施しております。 

(1) 自己の株式の取得枠設定等に関する取締役会の決議内容 

①平成18年６月29日付定時株主総会決議等に基づく自己の株式の取得 

(イ) 取得する株式の種類                    当社普通株式 

(ロ) 取得する株式の数                   60,466株(上限) 

(ハ) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額  79,639,200,000円(上限) 

(ニ) 取得期間                                  平成18年10月16日から平成18年12月29日まで 

         ②当社定款第８条の規定に基づく自己の株式の取得枠 

(イ) 取得する株式の種類                  当社普通株式 

(ロ) 取得する株式の数               6,700株(上限) 

(ハ) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額  10,000,000,000円(上限) 

(ニ) 取得期間                                  平成18年10月16日から平成18年12月29日まで 

    (2) 自己の株式の取得 

① 取得した株式の種類  当社普通株式 

② 取得した株式の数   60,466株 

③ 取得価額(総額)       1,270,000円(総額 76,791,820,000円) 

④ 取得方法             東京証券取引所のToSTNeT-２(終値取引)による買付け 

     なお、株式会社整理回収機構が当社普通株式60,466株（同機構が保有していた当社発行の第三種優先株式 

50,000株（取得請求総額50,000百万円）の平成18年９月29日付取得請求権行使により、当社が同機構宛に交付 

した当社普通株式の全部）を、平成18年10月17日に76,791,820,000円にて売却したことが、預金保険機構から 

公表されております。 
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44. 当社、三井住友銀リース株式会社及び三井住友銀オートリース株式会社は、平成18年10月13日に住友商事株式会

社、住商リース株式会社及び住商オートリース株式会社との間でリース事業及びオートリース事業の戦略的共同事

業化について基本合意いたしました。この基本合意に基づき、平成19年10月１日を目処に、三井住友銀リース株式

会社と住商リース株式会社は合併する予定であり、合併新会社は当社の連結子会社（当社の議決権の所有割合 

55％）となる見込みであります。なお、本合併は「企業結合に係る会計基準」上の取得に該当し、本合併に伴って

当社は連結財務諸表上、のれんを認識する予定でありますが、その金額は現時点では未定であります。また、三井

住友銀オートリース株式会社と住商オートリース株式会社につきましても、平成19年10月１日を目処に合併する予

定であります。 
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